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１．はじめに
　働きながらも所得が最低限度の生活水準に
満たないワーキングプア（The Working Poor, 

In－Work Poverty, Working Poverty, IWP）につ
いて，その規模の推計や計量分析が国内外で
行われてきた。このような研究蓄積がある中
で本稿では，『就業構造基本調査』（以下『就
調』と略記する。）の匿名データを用いて，ど
のような要因が 1992年から 2002年の日本の
ワーキングプアを規定したかを明らかにす 

る1）2）3）。
　この目的のために本稿では第一に，ワーキ
ングプアの規定因の探求についての国内外の

研究蓄積をレビューし，本稿に課せられた課
題について述べることとする。またここで，
本稿のワーキングプアの定義についても述べ
ることとする。第二に，先行研究で採用され
ている変数ならびに『就調』の変数項目から，
どの変数をワーキングプアの規定因の分析に
用いるかを述べる。そして最後に，分析結果
を示し，本研究のまとめと今後の課題につい
て述べることとする。

２．先行研究と分析課題
2.1　研究蓄積とその背景
　ワーキングプアの規定因の分析・国際比較
については，特にヨーロッパにおいて多くの
研究が積み重ねられてきているが，日本にお
いては，それぞれが重要な研究成果ではある
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ものの，いくつかがあるのみである。日本に
おけるワーキングプアの計量分析を用いた研
究蓄積として，五石（2010）のパネルデータを
用いた計量分析があり，就労という要素が貧
困脱出に大きく寄与していることを指摘して
いる4）。加えて，ワーキングプア層そのもの
を分析の対象にはしていないが，四方・駒村
（2011）は，中年齢層男性を対象に，貧困リス
クについて計量的に分析している。そこでは，
世帯内に就業者がいる場合の貧困率が低くな
ることなどが明らかにされている。
　以上のように，日本においては，ワーキン
グプア問題が一時期ほど盛んに取り扱われて
おらず，また，ワーキングプアを規定する要
因が何なのかを計量分析から明らかにした研
究は非常に少ないと言える。一方で，海外，特
にヨーロッパにおいては研究蓄積が多い5）6）。
　本稿では，大規模標本調査（『就調』（1992～
2002年））の匿名データを用いて，ワーキング
プアの規定因を，推定結果の頑健性を確保し
つつ，個人の状態と個人が属する世帯の状態
から検討する。ワーキングプアのミクロモデ
ル分析が日本では進んでおらず，また，『就
調』ミクロデータを用いたワーキングプアの
モデル分析は筆者の知る限りない。加えて，
本稿の日本のワーキングプアのモデル分析は，
個人の就業状態に関する変数と世帯状況に関
する変数を同時に取り上げた分析という点で
意義がある。

2.2　ワーキングプアの定義
　海外におけるいずれの研究も，性別・学歴
といった基本属性ならびに労働市場での活動
状況（就業・失業の状態）等を示す変数と，子
どもの数や世帯内の稼得者の数といった世帯
の状況を示す変数を同時に説明変数として取
り込み，ワーキングプアの規定因を分析して
いる。
　本稿では，ワーキングプアの定義として，
村上・岩井（2010）の定義を採用する。すなわ
ち本稿のワーキングプアの定義は，「通常
（3ヶ月以上）労働市場で活動したが世帯所得
が生活保護基準額を下回る個人（労働市場で
の活動が主なものを対象とするため，学生を
除く）」である。この定義を採用するのは，後
述する本稿の推定結果と，村上・岩井（2010）
における記述的な分析との関連性を明確にす
るためである。
　上記の定義をもとに具体的に以下のように
ワーキングプアを特定した。第一に，図 1に
示す最低生活基準をもとに貧困世帯と非貧困
世帯を分類した7）。そして第二に，貧困世帯
に属し，ふだん就業している個人，あるいは，
失業している（無業でかつ仕事を探している，
開業の準備をしている）個人をワーキングプ
アとした8）。
　上に述べた定義を本稿では用いるため，計
量分析の対象は，通常（3ヶ月以上）労働市場
で活動した個人（ワーキングプア・非ワーキ

図１　最低生活費の算定方法
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（注３）　 いずれも１級地－1の金額を用いて算定した。
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ングプア）となる。無業で求職活動を行って
いない者，すなわち労働力概念でいう非労働
力人口は分析の対象外となっている。
　なお，『就調』の世帯所得データはカテゴリ
データである。したがって，実際にどのよう
に貧困世帯と非貧困世帯を分類するかの説明
が必要であろう。以下に，本稿で用いた分類
方法を記すこととしよう。
　各世帯の最低生活基準は，先に示した図 1

の各種扶助・加算より実額で算定されること
となる。一方で，世帯収入は 1～12といった
順序尺度として個々のレコードに与えられて
いる。したがって，厳密に貧困世帯と非貧困
世帯を分類することは不可能である。
　ここで，世帯の最低生活基準が210万円で，
世帯収入が200～299万円である場合を例に，
本稿で実際に採った処置を記しておく。
　200～ 299万円の世帯収入階級の階級幅に
おいて，当該階級に属する世帯が，1万円刻
みで一様分布していることを前提とする9）。
200万円未満の階級の上限値である 199.9万
円と210万円の差は約10万円となる。この約
10万円は，階級の幅全体を 1とした場合，お
およそ0.1となると考えられる。
　各世帯の最低生活基準が世帯の収入階級の
下限値に近いほど，貧困世帯である確率が低
い，すなわち，先の例では，世帯収入の実額
が210万円を超えている確率が高いと考える。
この0.1に推計用の乗率をかけることで母集
団復元後の貧困世帯数が推定される。ただし，
本稿の計量分析においては，上記の方法によ
りワーキングプアであると特定されたレコー

ドについて 1，それ以外に 0を与えて，計量
分析している10）。上記のイメージ図を図 2に
示している。
　次項以降でワーキングプアであるか否かを
被説明変数として計量分析を行うのであるが，
その際，どのような変数を説明変数とするか
を検討しなければならない。次に説明変数と
して用いた変数項目について述べることとす
る。

３．分析に用いる説明変数と分析方法
3.1　先行研究で取り入れられている説明変数
　海外の先行研究，例えばAndreβ，H.－J., 

Lohmann, H. et al. （2008）でワーキングプア
の分析に取り入れられている説明変数は，年
齢の 2乗，教育水準，年齢グループごとの世
帯内の児童数，世帯内の17歳以上の人数，婚
姻状態，労働時間，労働時間ごとの被雇用世
帯人員数，雇用状況である11）。このように，先
行研究で取り入れられている変数項目として，
基本属性や労働市場での活動の状況，すなわ
ち，個人の状態を捉えた変数項目があり，一
方で，子どもの数や世帯内の稼得者の数と
いった世帯の状態を捉えた変数項目が取り入
れられていることがわかる。
　本稿においても上述の先行研究で取り上げ
られているような変数項目である個人の状態
と世帯の状態を捉えた変数を同時に取り入れ
て分析を行う。
　なお，村上・岩井（2010）のワーキングプア
の規模の推計では，推計用の乗率を用いてい
るが，本稿の計量分析においては乗率をウェ

図２　貧困世帯の分類方法
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イトとして用いていない。

3.2　分析に用いた説明変数
　前項で述べた状況を鑑み，本稿では，表 1

に示す変数（『就調』の変数項目）を分析に用
いることとする。村上・岩井（2010）で取り上
げられている変数項目を基本に，第一に，教
育水準による差異を見るために変数「学校区
分」を取り上げる。これは，教育水準がワー
キングプアの規定因となっているのかを明ら

かにするためであり，他の先行研究において
も取り入れられているからである。
　第二に，不安定就業がワーキングプアを規
定しているという指摘は，他の多くのワーキ
ングプア研究においてなされている。このよ
うな状況を鑑み，従業上の地位，雇用形態を
変数として取り上げた。
　第三に，週間就業時間は，他の先行研究に
おいて「work, labour intensity」として取り上
げられる変数12）であるため，本稿においても

表１　分析に用いた変数項目と区分
無業者を含むモデル（モデル 1）

1992年 1997年 2002年

＜個人の状態＞
　・性別 2 区分 2 区分 2 区分
　・年齢 15区分 15区分 15区分
　・学歴 4 区分 4 区分 4 区分

＜就業状態＞
　・有業・無業の別 2 区分 2 区分 2 区分

＜世帯の状態＞
　・世帯形態（父子・母子など） 2 区分 2 区分 3 区分
　・有業親族世帯人員÷世帯人員（世帯内の有業人員の割合） － － －
　・15歳未満人員数÷世帯人員（世帯内の子供の割合） － － －

有業者を対象とするモデル（モデル 2）

1992年 1997年 2002年

＜個人の状態＞
　・性別 2 区分 2 区分 2 区分
　・年齢 15区分 15区分 15区分
　・学歴 4 区分 4 区分 4 区分

＜就業状態＞
　・従業上の地位 8 区分 8 区分 8 区分
　・雇用形態 7 区分 6 区分 6 区分
　・従業員規模 11区分 11区分 11区分
　・週間労働時間 8 区分 8 区分 10区分

＜世帯の状態＞
　・世帯形態（父子・母子など） 2 区分 2 区分 3 区分
　・有業親族世帯人員÷世帯人員（世帯内の有業人員の割合） － － －
　・15歳未満人員数÷世帯人員（世帯内の子供の割合） － － －

（注 1）　いずれの変数項目も，不詳・記載なしのケースを除く。
（出所）　独立行政法人　統計センター　ホームページより作成。
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週間就業時間を説明変数として採用する。な
お，当該の変数項目は実数ではなくカテゴリ
データである。
　上記の「個人の状態」を捉えた変数項目に
加え，以下の「世帯の状態」を捉えた変数項目
を採用する。
　世帯の状態を捉えた変数項目の第一は，世
帯の中の有業人員の割合である。この割合が
大きくなればなるほど，すなわち世帯内の稼
得者の数が増えれば増えるほど，ワーキング
プアに陥る確率は低くなると考えられる。
　世帯の状態を捉えた変数項目の第二は，世
帯内の子どもの数（割合）である。他の先行研
究でも多く取り上げられているものであり，
先行研究の多くは世帯内の子どもの数の増加
（割合の上昇）にともなってワーキングプア
に陥る確率が上昇すると指摘する。
　世帯の状態を捉えた変数項目の最後は，父
子，母子世帯か否かを捉えた変数項目である。
日本の母子世帯の貧困率の高さを鑑みて，取
り入れることとする13）。
　なお，本稿のワーキングプアの定義より，
有業者と無業者が分析対象のレコードの中に
含まれることとなる。有業者に関する変数項
目，例えば従業上の地位などを無業者へ適用
することに無理がある。したがって，表 1に
あるとおり，基本属性と世帯の状態を説明変
数とする「無業者を含むモデル」（以下，モデ
ル 1）と，従業上の地位などを説明変数に含
み，計量分析の対象に無業者を含めない「有
業者のみを対象とするモデル」（以下，モデル
2）を設定した。また，各変数項目の中にある
「不詳・記載なし」のレコードについては，除
外して分析することとした。

3.3　分析方法
　先に述べた説明変数を用いて，ワーキング
プア＝1，非ワーキングプア＝0を被説明変
数とするロジスティック回帰分析を行い，ど
のような要因がワーキングプアを規定するの

かを検討する。なお，先に述べたとおり，分
析の対象に無業者を含むか否かで，2つのモ
デルを設定している。

４．分析結果
　各年の分析結果については，表 2，表 3，表
4にまとめている。
　分析の対象となる 1992年～ 2002年は，バ
ブル崩壊を経て不況が深刻化していった年に
あたる。ここでは，分析の対象となる10年間
で共通してワーキングプアを規定する要因，
ならびに，1992年以降にワーキングプアの規
定因にどのような変化が生じたかに注目して，
結果を述べることとする。
　表 2～表 4にあるとおり，各変数項目のリ
ファレンス（参照基準）を設け，リファレンス
に対してワーキングプアに陥る確率が何倍に
なるかをオッズ比で示している 14）。また，
オッズ比について，その標準誤差，95％信頼
区間も各表に示している。加えて，有意水準
を 5％，1％，0.1％に設定している。以下，有
意であった変数項目に着目し，分析結果を述
べることとする。
　各年のモデル 1から見ていくこととしよう。
　各年に共通してワーキングプアを規定する
要因としてあげられるのは，個人属性では，
女性，若年層，そして高齢層である。また，低
学歴であればあるほどワーキングプアに陥る
確率が高まることがわかる。リファレンスを
高卒・旧制中学卒に設定した結果，オッズ比
が 1 を上回るのは小・中卒である。加えて，
無業であることはワーキングプアに陥る確率
を引き上げることが，各年で共通している。
　世帯の状態について見ると，母子世帯の
オッズ比が他の変数項目と比較して非常に高
いことがわかる。また，世帯内における有業
者の割合の上昇はワーキングプアに陥る確率
を下げていることがわかる。
　先述の通り，無業であることはワーキング
プアに陥る確率を引き上げる。そこで次に，
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表２　1992年分析結果
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表４　2002年分析結果



ワーキングプアの規定因の検討村上雅俊

21

有業者のみを分析対象とし，不安定な就業が
ワーキングプアに陥る確率を引き上げるのか
を見ることとする。
　表 2～表 4の中の，各年のモデル 2の分析
結果を参照されたい。従業上の地位では，臨
時雇・日雇といった不安定就業のオッズ比が
1を上回り，加えて，自営業主で雇人なしの
オッズ比が 2を上回っている。
　雇用形態別に見ると，正規の職員をリファ
レンスとした場合に他の雇用形態のオッズ比
が 1を上回り，また年を追うごとにオッズ比
が高まっていることがわかる。
　従業員規模については，リファレンスを従
業員規模 300人以上（官公庁含む）に設定し
た。その結果，従業員規模が小さくなればな
るほどワーキングプアに陥る確率が上昇する
という結果となった。雇用・就業状態におけ
る従業員規模間の格差があることがわかる。
　なお，週間労働時間については安定した結
果を得ていない。労働時間の短さ自体がワー
キングプアを規定する要因とはなっていない
ようである。
　次に，モデル 1と同様に，モデル 2の世帯
の状態についての分析結果に目を向けること
とする。各年とも共通してオッズ比が高いの
は，母子世帯である。それは他の変数項目と
比較しても極めて高い水準にある。
　世帯内の有業者の割合の高まりはワーキン
グプアに陥る確率を下げることも各年に共通
した結果である。この結果は，他の先行研究
と同等の結果となっている。加えて，世帯内
における子どもの割合の上昇はワーキングプ
アに陥る確率を上昇させる結果となっている。
この結果もまた，他の先行研究と同様の結果
となっている。
　では，1992年以降にワーキングプアを規定
する要因はどう変化したのだろうか。従業上
の地位の中の変数項目である臨時雇・日雇は，
オッズ比が 1を少し超える程度で推移してい
るが，雇用形態別に見ると，パート・アルバ

イトなどの不安定雇用者のオッズ比が年を追
うごとに上昇していることもわかる。正規の
職員とそれ以外の就業形態にある者の間の格
差が，1992年～ 2002年の不況を背景に拡
がったことを確認できる。
　以上のように，村上・岩井（2010）における
記述的な分析との関連性という点では，概ね
同じ結果を得ることができた。したがって，
記述的な分析ならびに計量的分析から，1992

年から 2002年のワーキングプアを規定する
要因が，個人属性では，女性，若年，高齢，低
学歴，不安定就業であると言える。また，世
帯属性では，母子世帯がワーキングプアを規
定する大きな要因であることがわかる。
　1992年～ 2002年でこれらがほぼ変化して
いないということは，近年のワーキングプア
の急増の背景に，従来ある不安定就業等の
ワーキングプアに陥りやすいリスクに直面す
る者の急増があると考えられる。

５．むすびにかえて
　以上，本稿では，大規模標本調査を用いて，
ワーキングプアを規定する要因を考察してき
た。基本属性では，女性，若年層，低学歴が
ワーキングプアを規定する要因となっている。
また，就業状態に関しては，日雇，パート・
アルバイトといった不安定就業がワーキング
プアを規定する大きな要因であり，そのウェ
イトが年を追うごとに大きくなっていったこ
とがわかる。加えて，世帯形態別にみると，母
子世帯のオッズ比が，1992年，1997年，2002

年とも極めて高くなっており，有業者では世
帯内の子どもの割合の上昇はワーキングプア
に陥る確率を高め，有業者の割合の上昇は
ワーキングプアに陥る確率を下げることも明
らかになった。
　最後に今後の課題を述べることでむすびと
したい。本稿の結果は大規模標本調査を用い
たワーキングプアの規定因の検討の基礎的な
分析に留まっている。いわゆる計量モデルの
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適合度という点では，変数項目の取捨，ある
いは，交差項の導入などについてさらに検討
する必要があることは言うまでもない15）。加
えて，計量モデルの選択という問題もある。
これらに取り組むことが今後の第一の課題と
なる。
　今後の課題の第二は，マイクロデータの特
性を土台に，さらにワーキングプア層の世帯
内での状況を記述的に明らかにすることであ
る。多種多様の状況がワーキングプア問題の
土台にあるため，どのような要因が関連し
あっているのかを記述的に分析することがさ

らに必要となる。例えば，世帯員の働き方・
労働市場での活動の組み合わせから分析する
ことが分析方法の一つとして考えられる。
　課題の第三は，2002年以降の『就調』を用い
てワーキングプアの規定因を見ることである。
不況の深刻化の中でその構造がどのように変
化してきているのかを捉える必要がある。
　そして課題の第四は，ワーキングプアの規
定因についての国際比較である。その際は本
稿で述べたように，社会的・制度的状況が各
国で異なるため，マクロの変数を導入する必
要がある。

注

1  ）本稿で示す統計表は，統計法に基づいて，独立行政法人統計センターから「就業構造基本調査」
（総務省，平成 4年，平成 9年，平成14年）に関する匿名データの提供（代表申請者：仙田徹志，共
同利用者：村上雅俊）を受け，独自に作成・加工したものである。

2  ）本研究は京都大学大学院農学研究科寄附講座「農林水産統計デジタルデータアーカイブ講座」の支
援を受けて行ったものである。

3  ）本研究の成果の一部は JSPS科研費15K03404の助成を受けて行ったものである。
4  ）五石（2010）を参照。
5  ）例えば，Peña－Casas, R. and Latta, M. （2004）, Andreβ，H.－J., Lohmann, H. et al. （2008），Brady, D., 

Fullerton, A.S., Cross, J.M. （2010）, Fraser, N., Gutiérrez, R., Peña－Casas, R. et al. （2011）等の研究蓄積
がある。比較対象国間・EU加盟国間の経済状況や制度的相違を示すマクロ変数をモデルに取り入
れ，ワーキングプアのマルチレベル分析をLIS（Luxemburg Income Study）データやECHP（European 
Community Household Panel）データを用いて行っている。

6  ）ヨーロッパにおける研究蓄積の背景に，欧州連合の一連の経済戦略（例えばリスボン戦略：2000
年～2010年，欧州2020：2010年～2020年）がある。その全般的な目的（general objectives）のひとつ
にワーキングプア問題への取り組みがある。例えばFraser, N., Gutiérrez, R., Peña－Casas, R. et al．
（2011）が言うように，ワーキングプア問題が，「特定の種類の世帯の割合によってどれだけ説明され
るのか，ある国の低賃金の割合によってどれだけ説明されるのか，社会政策あるいは労働市場政策，
とりわけ，標準的ではない（非典型的な）雇用の度合いによってどれだけ説明されるのか」（Fraser, N., 
Gutiérrez, R., Peña－Casas, R. et al. （2011）, p.6）という関心のもと国際比較研究が積み重ねられてきて
いる。

7  ）OECDや他の貧困研究が採用しているような 1人あたり所得の中位の50～60％という最低生活
基準の採用も考えられるが，分析に用いた『就調』の世帯所得データはカテゴリデータであり，上記
の方法を採用することは困難であった。また，生活保護に含まれる他の扶助の平均額を最低生活基
準額に含めるという方法も考えられるが，村上・岩井（2010）の記述的な分析と対応させるために，
本稿では採用しなかった。他の扶助の平均額を含めたワーキングプアの規模の推計については稿を
改めることとしたい。

8  ）今回利用したデータでは年齢がカテゴリ化されており，定義は同等でも推計方法が詳細な部分で
異なる点に留意が必要である。例えば，1992年の生活扶助第一類額（1級地－1）は，15歳～17歳で
44,180円，18～19歳で39,230円である。利用したデータの年齢区分は15～19歳となっているため，
上記二つの金額を平均した。ワーキングプアの規模は，例えば1992年では，村上・岩井（2010）の失
業・就労貧困率（総数）は3.7％であると述べられているが，本稿では3.8％となっている。いずれの
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年も0.1％程度の差が出ることとなった。村上・岩井（2010），p.19を参照。
9  ）推計の簡便化のために用いている方法である。例えば全世帯の世帯収入分布のヒストグラムを作
成し，そこに補正カーブを当てはめ，ヒストグラムと補正カーブの差を定式化するという方法もあ
る。ワーキングプアの規模の推計に関する重要な課題であるが，この点については稿を改めること
としたい。

10 ）本文中に述べた「貧困世帯に分類される確率」が本稿で用いる処置により，量的データの連続尺度
となる。したがって，他に分析手法として考えられ得るロジスティック回帰の方法，例えば順序ロ
ジット，多項ロジットは用いない。なぜなら，それらが被説明変数が質的なデータである場合に適
した分析手法であるからである。連続尺度となった被説明変数の数値を再カテゴリ化し，順序尺度
を与えて，順序ロジット分析を行うことは可能である。どのように再カテゴリ化するかを含めて今
後の課題としたい。

11 ）Andreβ, H.－J., Lohmann, H. et al. （2008）, p.54, Table 2.1を参照。他にマクロレベルの変数とマクロ
レベルとミクロレベルの変数の交差項がある。また，Fraser, N., Gutiérrez, R., Peña－Casas, R. et al. 
（2011）では，個人レベルの変数として，性別，年齢（18～24歳，25～49歳，50～64歳），教育水準
が取り入れられており，世帯レベルの変数では，世帯構成がある。また，雇用関連変数として企業
規模，雇用契約の種類，週当たりの労働時間，低稼得（中位稼得の 66％）が取り上げられている。
Fraser, N., Gutiérrez, R., Peña－Casas, R. et al. （2011）, pp.27－28を参照。

12 ）例えば，Fraser, N., Gutiérrez, R., Peña－Casas, R. et al. （2011）, pp.15－19を参照。
13 ）2002年のデータには父子・母子の別があるが，1992年と1997年データには父子の区別がない。
14 ）ワーキングプアの規定因の探求が本稿の課題であるため，ここでは，各変数項目の限界効果，す
なわち，変数が 1単位変化したときの被説明変数の変化を捉える。推定した回帰係数そのものを限
界効果として見ることができないので，表中にはオッズ比を示している。

15 ）ホスマー・レメショー検定を用いて各年の回帰式の適合度を見たが，標本の規模が大きいため，
いずれの年も適合すると判断されなかった。
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